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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

 当市の人口は、つくばエクスプレス開通や松並土地区画整理事業に伴う分譲住宅・

マンションの集中的な供給増加による人口増加基調が続いており、２０年の間に、 

約１．３倍に増加している。 

 世帯数も人口増加と同様に平成１５年の１７，８４５世帯から令和５年の２８，９

２４世帯にまで増加している。 

 人口の年齢構成をみると年少人口（０～１４歳）１０，１５０人，生産年齢人口（１

５～６４歳）４２，４１０人、老年人口（６５歳以上）１６，８０４人となっている。 

産業構造を事業者数や従業員数の側面から捉えると、事業者数・従業員数ともに卸

売業・小売業の割合が約２割を占めており、従業員数に絞れば医療・福祉や製造業、

飲食サービス業等も比較的「雇用力」の高い産業となっている。 

また、製造業については、市内総生産のおおよそ半分程度を占めるなど、本市の産

業活力を支える主要産業となっており、商業や工業が活性化したまちづくりが求めら

れている。 

中小企業者・小規模事業者には、商工会による各種セミナー（ものづくり経営力向

上計画作成、創業・事業継承）や地域の需要動向調査等を実施し、伴走型小規模事業

者支援事業に取り組んでいる他、ものづくり補助金申請、小規模事業者持続化補助金

申請、経営革新計画申請、消費税転嫁対策事業、金融あっ旋、税務、経営相談、講習

会の開催に努めている。 

他にも、産業競争力強化法による認定を受けた創業支援事業者（商工会）と連携し

て、対象者に事業立ち上げの際に必要な経済・財務・人材育成・販路開拓の知識を身

に付けるための継続的な支援、創業支援の提供を行い、起業に必要なスキルを習得し

てもらうことで、受講者は登録免許税の軽減、創業関連保証の特例、日本政策金融公

庫の融資制度についてメリットを受けることができるよう推進を図っている。 

当市においても、市内中小企業の方に安定した経営をしていただくために中小企業事

業資金の融資あっ旋事業の取り組みを実施してきているが、引き続き、中小企業の生

産性の抜本的な向上の取り組みを支援していくことは喫緊の課題である。 

 

（２）目標 

  

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく促進基本計画を策定し，中小

企業者の先端設備等の導入を促すことで，市内中小企業者の生産性の向上を図る。そ

のための目標として，計画期間中に４件の先端設備等導入計画の認定を目標とする。 



 

（３）労働生産性に関する目標 

 

先端設備導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関する 

基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 

当市の産業は「製造業」に続き、「卸売業、小売表」、「飲食サービス業」などと他業

種に渡るため、本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第

７条第１項に定める先端設備等の全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   

当市の産業は、多様な業種が広く市内に分布しており、広範囲で事業者の生産性向

上を実現させる必要があることから、本計画において対象とする区域は、市内全域と

する。 

 

（２）対象業種・事業 

 

 当市の産業は、「製造業」、「卸売行、小売業」、「飲食サービス業」と多岐に渡り、多

様な業種が市の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向

上を実現する観点から、本計画において対象とする業種は、全業種とする。 

 生産性向上に向けた事業者の取組は、多様である。本計画においては、労働生産性

が年平均３％以上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

   

国が同意した日から２年間（令和７年４月１日～令和９年３月３１日）とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

 ３年間、４年間または５年間。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

   

・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用 



 の安定に配慮すること。 

 ・公序良俗に反する取組や、反社会性勢力との関係が認められるものについては先 

端設備導入計画の認定の対象としない。 

・以下のものは認定の対象としない。 

 〇第三者に売却し、又は分譲することを予定するもの 

 〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２ 

号）第２条第１項に定める風俗営業及び同条第５項に定める性風俗関連特殊営業 

の用に供される施設に関するもの。 

〇税負担の公平性を確保する観点から、市税を滞納するもの。 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 

 


